
 

  

洗足一丁目広場（仮称） 第 1回検討会ニュースレター 

洗足一丁目広場（仮称） 
整備工事に向けた第１回検討会が開催されました！ 
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【検討会の概要】 
第 1回の検討会を 6月 21 日（水）に行い、当日は 11 名の皆

様にご参加いただきました。 

事業の概要とゾーニング案、植栽計画の方針、今後のスケジ

ュールなどについてご説明した後、意見交換を行いました。 

【これまでの取組と今後の予定】 
令和 5年 1月  補助第 46 号線の整備に伴い、洗足一丁目 24 番 21 号の土地を公園（広場）

用地として、目黒区が取得しました。 

 

 

令和 5年 6月 21 日 第１回検討会  広場の整備方針について意見交換を行いました。 

 

 

令和 5年 8月 17 日 第２回検討会  第１回の意見交換を踏まえた整備内容（施設）につ

いて意見交換を行います。 

 

 

令和 6年度 広場整備工事、開園予定 

【広場整備の方針】 
木造密集市街地における公園等のオープンスペース整備に取り組んでいることや、防災・

地域コミュニティの場としての整備を求められている経緯を踏まえ、「ふれあい広場」とし

て整備する方針です。 

（今回の用地面積では、公園として有すべき機能（環境保全・学習、防災、健康づくり、

まちづくりコミュニティ）を全て確保することは難しい状況です。） 

【広場整備の考え方】 

広場整備の基本的な考え方として、4つのテーマを設定しました。 

【整備テーマ①】 防災性の向上 

 災害時において火災が発生したときの地域住民による初期消火の拠点として機能する場 

【整備テーマ②】地域コミュニティ活動の場 

  補助第 46 号線の歩道空間と一体的に活用できる地域コミュニティ活動の場 

【整備テーマ③】みどりの創出 

  生物多様性に配慮した植栽空間 

【整備テーマ④】ユニバーサルデザインによる施設整備 

  出入口などのバリアフリー化を図り、幼児から高齢者まで誰もが利用しやすい施設整備 

洗足一丁目広場(仮称)の整備工事に向けた 

第２回検討会開催のお知らせ 

開催日時  令和５年８月１７日(木)１８時００分～（２時間程度） 

①現地見学会 １８時００分～ 洗足一丁目広場(仮称)（洗足一丁目２４番２１号） 

②検 討 会 １８時３０分～ 原町住区センター 第１,２会議室（南一丁目８番９号） 

※現場見学会の後、原町住区センターに移動し検討会を行います。 

※途中参加・途中退出も可能です。 ※車での来場はご遠慮ください。 

 

洗足一丁目広場（仮称）に関するご意見等は、下記オンラインフォームまたは問い合わ

せ先で受け付けています。 

「洗足一丁目広場（仮称）についてのアンケート」 

https://logoform.jp/f/IsrTQ 

公開期間 ： ８月３１日（木）まで  

※）通信料はご利用者様の負担になります。 

【お問い合わせ】 

目黒区都市整備部みどり土木政策課施設整備係 

担当：藤井、伊藤  電話：03－5722－9753 FAX：03－3792－2112 

【洗足一丁目広場（仮称）について】 
補助第 46 号線の整備に伴い、公園（広場）用地として目黒区が取得しました。 

・所在地：洗足一丁目 24 番 21 号（住居表示） 

・面積：54.69 ㎡ 

広場整備予定地 

位置図 

① ② 

今はここです 

https://logoform.jp/f/IsrTQ


 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスゾーン 

利用案内 

ゾーン 

多目的ゾーン 

利用案内 

ゾーン 

意見と整備方針 

 

 

 
検討会でいただいた意見  整備方針 

植栽 

○西小山ニコニコ広場や洗足駅前ふれあい広場の

ような花壇は設置しないのか。 
→ 

花壇は住民ボランティアの方に管理していた

だいております。活動したい等のご要望があれ

ば設置を検討します。 

○木は大きくなると邪魔になり、切るのも難しく

なるため植えないでほしい。 
→ 

敷地は３方向を建物に囲まれた狭小地のため、

周辺に影響を及ぼさないように、低木や地被植

物の導入を検討します。 

防災 

○災害時に拠点として使えるように防災施設を重

点的に考えてほしい。 
→ 

広場の面積に限りがあるため、災害時に必要な

施設のニーズを把握した上で、他の導入施設と

あわせて検討します。 

〇防災時に活用出来る、かまどベンチ等の検討も

していただきたい。 
→ 

〇防災面として AED も設置してほしい。 → 

〇防災倉庫の設置について、考慮してほしい。 → 

トイレ 

○近隣の公園・広場にはトイレが無いため、トイ

レがあるといいのではないか。 
→ 

今回の広場整備では「オープンスペース整備」

や「防災性の向上」を方針としており、また広

場面積も狭いため、トイレは設置しません。 

○衛生面からトイレやごみ箱は無い方がよい。 → 

〇近隣の公衆便所がある場所だと、昼夜問わず不

審者が多くなっている。近隣に住んでいる立場

からするとトイレの設置は反対である。 

→ 

その他 

○ダスト舗装は周囲に砂が飛んでしまわないか心

配である。 
→ 

舗装の種類によって一長一短があるため、今回

の広場において適切な舗装を検討します。 

○喫煙や酔っ払い、不審者への対策をしてほしい。 → 
制札板・注意板を設置したり、物理的に寝泊り

ができないような施設を検討します。 

○ベンチは手すりのついたものがよい。 → 
真ん中に手すりがついているなど、寝転がりを

防止できるベンチを検討します。 

○近隣にアンケート調査は実施するのか。 → 

アンケートの予定はないですが、近隣にニュー

スレターをお配りして検討会の報告とご意見

を伺う予定です。 

 

ゾーン 整備概要 

利用案内ゾーン ・公園利用の案内情報を提供する場 

サービスゾーン ・休息や手洗い、水飲みのサービスを提供する場 

多目的ゾーン 
・地域住民の井戸端会議や待ち合わせの場など多

目的な利用ができる場（オープンスペース） 

制札板イメージ 

車止めイメージ 

水飲みイメージ（車いす対応） 

ベンチイメージ 

補助第 46号線 

拡幅予定地 

ゾーニング決定図（施設の配置方針）とゾーンごとの施設イメージ 

その他の想定施設 

・照明灯 

・フェンス 

・防災施設 

ダスト舗装イメージ 

インターロッキング 

ブロック舗装イメージ 

植栽イメージ 

（上：低木、下：地被） 


